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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
ま
す

〜
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

　
　

お
寄
せ
く
だ
さ
い
〜

対
象
と
な
る
計
画
案

①
甘
楽
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・

第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
（
案
）

〔
高
齢
者
施
策
・
介
護
保
険
施
策
を
具

体
的
に
推
進
す
る
た
め
の
指
針
と
な
る

計
画
〕

②
第
５
期
甘
楽
町
障
害
者
計
画
・
第

７
期
甘
楽
町
障
害
福
祉
計
画
・
第
３
期

甘
楽
町
障
害
児
福
祉
計
画（
案
）

〔
障
害
者
・
障
害
児
施
策
を
具
体
的
に

推
進
す
る
た
め
の
指
針
と
な
る
計
画
〕

閲
覧
・
意
見
の
募
集
期
間

①
②
と
も
、１
月
10
日
㈬
〜
31
日
㈬【
必

着
】

閲
覧
方
法　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

役
場
窓
口
、
に
こ
に
こ
甘
楽
で
閲
覧
が

で
き
ま
す
。

※
役
場
・
に
こ
に
こ
甘
楽
の
閲
覧
時
間
は

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
。
た
だ

し
、
水
曜
日
は
午
後
７
時
15
分
ま
で
。

意
見
を
提
出
で
き
る
人　

▼
町
内
に
住
所
を
有
す
る
人

▼
町
内
に
事
業
所
な
ど
を
有
す
る
個
人
、

法
人
、
団
体　

▼
町
内
の
事
業
所
な
ど
に
勤
務
す
る
人

▼
計
画
の
策
定
に
関
し
、
利
害
関
係
を

有
す
る
人

意
見
の
提
出
方
法

　

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
意
見
を

記
入
し
、
直
接
持
参
・
郵
送
・
フ
ァ
ク

ス
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
各
担
当
の
係
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
口
頭
・
電
話
に
よ
る
意
見
の
提
出
は

で
き
ま
せ
ん
。

※
提
出
さ
れ
た
原
稿
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

提
出
さ
れ
た
意
見
・
提
案
の
取
扱
い

　

個
人
情
報
や
個
人
を
特
定
で
き
る
よ

う
な
情
報
を
除
き
、
意
見
の
概
要
や
町

の
考
え
方
を
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
ま
す
。（
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
）

提
出
・
問
い
合
わ
せ

①
に
こ
に
こ
甘
楽

福
祉
課
介
護
保
険
係

☎
(67)
５
１
８
２

〒
３
７
０
‐
２
２
１
３

甘
楽
町
大
字
白
倉
１
３
９
５
‐
１

FAX 

(67)
７
０
６
６

E-m
ail

：kaigo@
tow
n.kanra.lg.jp

②
に
こ
に
こ
甘
楽

福
祉
課
福
祉
係

☎
(67)
５
１
６
２

住
所
・
フ
ァ
ク
ス
番
号
は
①
と
同
じ

E-m
ail

：fukusi@
tow
n.kanra.lg.jp

令
和
６
年
１
月
よ
り
母
子･

父
子
家
庭
福
祉
医
療
の
所
得

制
限
を
撤
廃
し
ま
す

　

現
在
、
所
得
制
限
に
よ
り
対
象
外
と

な
っ
て
い
る
母
子
父
子
家
庭
の
福
祉
医

療
に
つ
い
て
、
１
月
１
日
か
ら
所
得
制

限
を
撤
廃
し
ま
す
。
町
で
把
握
し
て
い

る
人
に
は
12
月
に
申
請
書
類
を
送
付
し

て
お
り
ま
す
が
、
申
請
書
の
届
い
て
い

な
い
人
、
申
請
が
ま
だ
お
済
み
で
な
い

人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

町
内
に
居
住
し
、
18
歳
ま
で
の
子
ど
も

が
い
る
母
子
父
子
家
庭
の
父
母

申
請
・
問
い
合
わ
せ　

に
こ
に
こ
甘
楽　

健
康
課
国
保
係　

☎
(67)
５
１
７
２

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

を
交
付
し
ま
す

　

所
得
税
や
町
県
民
税
の
申
告
を
す
る

際
に「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」を

提
示
す
る
と
、
本
人
ま
た
は
扶
養
者
が

障
害
者
控
除
ま
た
は
特
別
障
害
者
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

認
定
書
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
介
護

認
定
の
資
料
を
も
と
に
判
定
し
ま
す
。

対
象
者（
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
）

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上

の
人　

②
要
介
護
１
〜
５
の
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
人（
令
和
５
年
12
月
31
日
現

在
）

③
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
人

④
町
の
判
定
基
準
を
満
た
し
て
い
る

人問
い
合
わ
せ

に
こ
に
こ
甘
楽

福
祉
課
介
護
保
険
係

☎
(67)
５
１
８
２

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
は
、

町
の
重
要
な
政
策
や
計
画
な
ど
を

決
め
る
際
に
、
そ
の
案
を
町
民
の

皆
さ
ん
に
公
表
し
、
寄
せ
ら
れ
た

意
見
な
ど
を
反
映
し
な
が
ら
決
定

す
る
手
続
き
で
す
。
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